
  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒ヶ根市では、市民一人ひとりに無理なく楽しく、エコ活動や健康づくり活動に参加しても 

らうための仕組みとして「えがおポイント」事業を実施しています。様々な活動に参加すると 

ポイントがもらえ、そのポイントで買い物などができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  参加するとポイントがもらえる対象事業は、「ぱとな」のホームページ等でお知らせ 

 します。ホームページをご覧になれない方は、「ぱとな」にお問い合わせください。 

  裏面には市などの対象事業の例を掲載しています！ 

   

   

  えがおポイントは、幅広い協働の活動を対象に企業や団体等が交付すること 

 もできます。自治会の活動や企業の地域貢献活動、エコ活動などにポイントを 

 出して PRしませんか。ご相談は、お気軽に「ぱとな」まで。 

 

エコ活動・いきいき活動 

などに参加する 
主催者がポイントを交付します。 

1 

つれてってカード組合提携 

エコ活動（環境美化・自然保護等）や、

いきいき活動（健康づくり活動）な
ど、えがおポイント交付対象事業に

参加します。 

 

補助チケットをもらう 
主催者がポイントを交付します。 

２ 

えがおポイントは、交付対象事業の

主催者から「補助チケット」として、
参加者の皆さん 

にお渡しします。 

つれてってカードに入力する 

主催者がポイントを交付します。 
補助チケットを「入力店舗」に持って

行き、つれてってカードに、ポイント
を入力してもらいます。 
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お買い物などに利用する 
４ 

入力されたポイントは、１ポイント
＝１円として、つれてってカードの

加盟店でのお買い物 
などに利用できます。 

 

※つれてってカードの 

作り方及び入力店舗は 

裏面をご覧ください。 

 

※利用する時には、 

「えがおポイントで」 

とお伝えください。 

３ 

○

○

○

えがおポイント 補助チケット

対象事業

-26 - 0001№

100 ポイント
〔つれてってカードへ入力〕

主催者

ポイント入力期限 平成27年5月30日

駒ヶ根市役所　保健福祉課

【いきいき事業】ウォーキングセミナー

こまがね市民活動支援センター

1001

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市や企業・団体が実施するポイント交付予定（実施済含む）の事業は、以下のようなもの 

があります。詳細は、事業ごと市報やホームページなどでお知らせします。 

 

 

 

ま 

 

 

補助チケットが入力できる期限は６ヶ月です

ので、チケットに記載されている有効期限をご確
認いただき、期限内につれてってカードへポイン

トを入力してください。 
また、カードに貯まったえがおポイントは、

10年間ご利用がない場合は失効します。 

 

 

補助チケットを以下のお店などに持っていくと、つれてってカードに入力してもらえます。 
※一部の施設・店舗（☆印）を除き、新たにつれてってカードを作ることもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

上記のポイント入力店舗（☆印を除く）で
お申込みください。その場で発行いたしま

す。発行料は無料です。 

 

 

 

 

 

 

●駒ヶ根市役所（生活環境課・地域保健課・☆駒ヶ根駅市民サービスコーナー）  

●カクタ ●生月 ●圓月堂 ●お肌の専門店 中島屋 ●駒ヶ根商工会議所内つれてってカード事務局  

●こまがね市民活動支援センター「ぱとな」 ●四季彩館 ヤマサン ●アミィ  

●米山醤油酒店 ●エスパル駒ヶ根 SS ●理髪処キガサワ ●長野食料品店 ●☆クスリのカツヤ 

●マルモ柳屋商店 ●☆中太屋酒店 ●☆駒ヶ根市役所 中沢支所 ●☆駒ヶ根市役所 東伊那支所  

【お問い合わせ先】 

こまがね市民活動支援センター「ぱとな」 
〒399-4112駒ヶ根市中央 16-7 TEL 0265-82-1150 

FAX 0265-82-1151  メール：kmcenter@cek.ne.jp 

【つれてってカードに関するお問い合わせ】 

つれてってカード協同組合 

TEL 0265-81-7300  FAX 0265-81-7305 
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こまがね市民活動支援センター
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エコ事業 

【環境教育・啓発】 

●出前講座への参加        100P 

●エコ通勤への参加        150P 

●不法投棄撤去ボランティア作業  300P 

●特定外来植物の駆除作業     300P 

●ハッチョウトンボ生息地の整備  500P 

●グリーンカーテン実施     1,000P 

●家庭エコ診断受診       1,000P 

【ごみ減量化・リサイクル・CO2 削減】 

●家電４品目適正処理・古紙類 

資源化への協力          10P～100P 

●省エネ家電への買い換え       5,000P 

【自然エネルギー機器の導入】 

●太陽光発電、太陽熱温水器、薪ストーブ 

 など自然エネルギー機器の購入 5,000P 

                       など                        

 

 

いきいき事業 

【健康に関する事業】 

●こまがね健康ステーション事業 

スタンプラリーへの参加      400P 

●活動量計の購入        500P～ 

●「健康管理シートの作成・記録」に 

関するモデル事業への参加    1,000P 

                       など                        

入力 

その他の事業 

【消費生活被害の防止・啓発】 

●出前講座への参加        100P 

【各種イベント等へのボランティア参加】 

●十二天ボランティア       300P 

                       など 


